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１ 下日出谷東地区 地区計画計画書 
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２ 地区の区分について 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

都市計画道路端より２５ｍ 

都市計画道路端より５０ｍ 

都市計画道路端より２５ｍ 

都市計画道路端 

より２５ｍ 

都市計画道路端より２５ｍ 

区画街路端より２５ｍ 
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３ 敷地面積の最低限度について 
 

○ 建築物の敷地面積の最低限度を下表のとおりとします。 

Ａ地区 １６５㎡ 

Ｂ地区 １２０㎡ 

Ｃ地区 １２０㎡ 

Ｄ地区 １２０㎡ 

Ｅ地区 １２０㎡ 

Ｆ地区 １２０㎡ 

Ｇ地区 １０，０００㎡ 

したがって、土地の分割等により上記限度に適合しなくなった敷地での建築行為等は、地区 

計画に不適合となります。 

○ ただし、地区計画施行以前から、すでに上記限度に達していない敷地を分割せずに利用する 

ことは差し支えありません。 

○ なお、すでに建物の建っている敷地の一部を分割する場合、それぞれの敷地が上記限度に適 

合していることはもとより、その他の地区計画の制限や諸法令に不適格なものとならないよう 

ご注意ください。 

例 

 

Ａ地区 

（敷地面積の最低限度１６５㎡） 

 

《計画決定前》  《計画決定後》 

 

  １５０㎡   →   １５０㎡ 

 

 

 

                       １６５㎡ 

   ３００㎡   → 

 

                       １３５㎡ 

 

建築物の敷地として適合しません。 

 

 

              １６５㎡ 

   ３３０㎡  → 

 

              １６５㎡ 

 

 

 

Ｂ･Ｃ･Ｄ･Ｅ･Ｆ地区 

（敷地面積の最低限度１２０㎡） 

 

《計画決定前》  《計画決定後》 

 

  １１０㎡   →   １１０㎡ 

 

 

 

             １２０㎡ 

  ２２０㎡   → 

 

            １００㎡ 

 

建築物の敷地として適合しません。 

 

 

            １２０㎡ 

   ２４０㎡  → 

 

                       １２０㎡ 
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４ 壁面の位置の制限について 
【Ａ・Ｂ地区】  

○  建築物の外壁又はこれに代わる柱の面は、敷地面積 165 ㎡以上の場合、隣地境界線から

1.0ｍ以上離すこととします。ただし、次項にあてはまる部分については、この限りでは

ありません。 

１．外壁、またはこれに代わる柱の中心線の長さの合計が３ｍ以下の建築

物の部分 

２．軒の高さが 2.3ｍ以下で、床面積の合計が５㎡以下の物置等 

３．軒の高さが 2.3ｍ以下の自動車車庫及び自転車車庫 

○  なお、床面積に入らない出窓についても、この限りではありません。 

 

【Ｇ地区】 

○ 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面は、道路境界線から 5.0ｍ以上離すこととします。 

ただし、次項にあてはまる部分については、この限りではありません。 

１．軒の高さが 2.3ｍ以下で、床面積の合計が５㎡以下の物置等 

２．軒の高さが 2.3ｍ以下の自動車車庫及び自転車車庫 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イメージ図（Ａ･Ｂ地区の場合） 
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５ 高さの最高限度について 

 
○ 建築物の各部分の高さの制限は、用途地域の区分に応じ、それぞれ建築基準法に定めら

れていますが、これに加えＣ地区においては、絶対高さを 15ｍ、Ｄ地区、Ｆ地区におい

ては、絶対高さを１２ｍ、かつ北側斜線制限を第一種低層住居専用地域と同様とします。 

  建築物の各部分の高さは、下表のとおりとなります。 

 

項目 Ｃ地区 Ｄ・Ｆ地区 Ｇ地区 

絶対高さ １５ｍ １２ｍ ２５ｍ 

道路斜線 １．２５Ａ（勾配） １．２５Ａ（勾配） １．５Ａ（勾配） 

北側斜線 ― ５ｍ（立ち上がり）＋１．２５Ａ（勾配） ― 

注： この表中「Ａ」は、道路斜線においては、当該敷地と反対側の道路境界線から建築物

までの垂直距離、北側斜線においては、敷地境界線から建築物までの真北方向の距離 

例 

  イメージ図（Ｄ･Ｆ地区の場合） 

 

 

 

注： 立面図において 

  の部分は、この例にお 

  けるＤ地区の建築可能 

  な範囲の例を示す。 

 

 

                        Ｎ           Ｓ 

 

 

 

 

 

《立面図》 

《配置図》 

絶対高さ

北側斜線 道路斜線
1 １ 

 1.25 1.25 

12m

5m

隣地境界 道路境界

前面道路 

建築物 
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６ かき又はさくの制限について 

 
○ かき又はさくの構造の制限は、道路境界において適用され、次の図のような構造とします。 

 

　　制限は　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　制限は

　ありません　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１８０ｃｍ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ありません

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１８０ｃｍ　　　　　　　　以下

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以下

　　　　　　　　　　　　　６０ｃｍ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　６０ｃｍ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　６０ｃｍ

　　　　　　　　　　　　　以下　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以下　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以下

　　　　　生垣　　　　　　　　　　　　　コンクリートブロック・　　フェンス・　　　　コンクリートブロック・　　　　　　　コンクリートブロック・

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　石積等　　　　　　　　　　　さく等　　　　　　石積等とフェンス・さく等の　　　石垣等と植栽の

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　組み合わせ　　　　　　　　　　　　組み合わせ  

 

 

○ また、門柱・門扉・門のそで等については、次のような構造とします。 

 

 
 
 
 
                                                                             １８０ｃｍ 
                                                                             以下 
 
 
 
           １５０ｃｍ以下                                      １５０ｃｍ以下 
 

①門柱・門扉・そでの組み合わせ 
 

 
 
 
 
                                                                             １８０ｃｍ 
                                                                             以下 
 
 
 
            １５０ｃｍ以下                                     １５０ｃｍ以下 
 

②門扉・そでの組み合わせ 
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７ 既存不適格建築物について 

 
○ 地区計画の施行された日（当初：平成２２年３月１２日、変更：平成２５年３月２６日、

この日を「基準日」とします。）すでに地区計画の制限に適合していない建物をそのまま

の形態で使用することは特に差し支えありませんが、建物の建て替え時には、地区計画

により制限を受けることになります。 

○ また、地区計画の内容に不適格な部分を含む建築物等の増築、改築、修繕または模様替

えの時は、これらの行為にかかる不適合な部分を是正してください。（ただし、建築物の

敷地面積の最低限度については、是正の必要はありません。） 
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８ 届出の必要な行為 

 
○ 地区計画区域内における次の行為については、当該行為に着手する３０日前までに、市

長への「届出」が必要となります。 

（１） 土地の区画形質の変更 

（２） 建築物の建築又は工作物の建設 

（３） 建築物の用途の変更 

（４） 建築物等の形態又は意匠の変更 

 

○ 届出が必要かどうかの判断が難しいときには、都市計画課までお問い合わせください。 
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９ 届出の方法 
  

○ 届出書類 

１．届出書 

２通（うち１通は、届出の内容が地区計画に適合していることを確認後、返却します。） 

 

２．添付書類 

上記届出書に以下に掲げる書類を添付してください。 

「案内図」････････････････行為を行う土地の周囲の状況がわかる図面 

             （1/1,000～1/2,500 程度） 

「公図（写）」･････････････届出対象地を明示 

「土地登記簿謄本（写）」･･･地区計画施行以前から敷地面積の最低限度に満たない場合

のみ添付 

「求積図」 

「設計図書」･･････････････下表のとおり 

行 為 の 種 類 図 面 縮  尺 備     考 

（１）土地の区画形

質の変更 
設計図 1/100以上 構造図及び断面図 

（２）建築物の建築、

工作物の建設又

は建築物の用途

の変更 

配置図 1/100以上 
敷地内における建築物又は工作

物の位置を表示 

平面図 1/100以上 各階のもの 

建物求積図 ― ― 

立面図 1/100以上 

二面以上、最高の高さ・北側斜

線等が確認できるよう寸法を表

示 

かき又 

はさく 

の構造 

1/100以上 

立面図・断面図等、基礎部分の

高さやフェンスの高さ等が確認

できるよう寸法を表示 

（３）建築物又は工

作物の形態又は

意匠の変更 

配置図 1/100以上 
敷地内における建築物又は工作

物の位置を表示 

立面図 1/100以上 二面以上 

   ※ 壁面の位置の制限がかかっている場合には、必要に応じ、配置図・平面図及び立面図に後

退線を表示し、適合していることが確認できるよう寸法等を表示してください。 

 

 

○ 届け先 桶川市都市整備部都市計画課 
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１０ 届出書の記載例（建築物の建築の場合） 

地区計画の区域内における行為の届出書 

                                   ◎◎年○○月××日 

桶川市長                 届出者 住 所 桶川市〇〇丁目△△－△ 

氏 名  桶 川  太 郎    

都市計画法第５８条の２第１項の規定に基づき 

（１）土地の区画形質の変更 

（２）建築物の建築又は工作物の建設 

（３）建築物等の用途の変更                  について、下記により届け出ます。 

（４）建築物等の形態又は意匠の変更 

（５）木竹の伐採 

記 

                                      地区名    〇〇〇     地区 

１ 行為の場所    桶川市○○丁目△△―△                仮換地    街区      画地 

２ 行為の着手予定日    ◎◎年○○月××日 

３ 行為の完了予定日    ◎◎年○○月××日 

４ 設計又は施行方法  （鉄筋コンクリート・鉄骨・木造・その他              ） 

（１）土地の区画形質の変更 区域の面積                   ㎡ 

(２) 

建は 

築工 

物作 

の物 

建の 

築建 

又設 

（イ）行為の種類（建築物の建築・工作物の建設） （新築・改築・増築・移転） 

(ロ) 

設 

計 

の 

概 

要 

 届 出 部 分 届出以外の部分 合    計 

(ⅰ)敷地面積   １６５㎡ 

(ⅱ)建築又は建設面積 ８０．25㎡ ０㎡ ８０．25㎡ 

(ⅲ)延床面積 １３０．50㎡ ０㎡ １３０．50㎡ 

(ⅳ)高さ（地盤面から） ８．125ｍ 

(ⅴ)用途 専 用 住 宅 

(ⅵ)かき又はさくの構造 ブロック積（宅盤よりＨ＝６００）、フェンス（Ｈ＝９００） 

（３） 

建築物等の 

用途の変更 

(イ)変更部分の延床面積 ㎡ 

(ロ)変更前の用途  

(ハ)変更後の用途  

（４）建築物等の形態又は意匠の変更 変更の内容 

（５）木竹の伐採 伐採面積                      ㎡ 

 備考１．届出者が法人である場合においては、氏名は、その法人の名称及び代表者の氏名を記載すること。 

    ２．建築物等の用途の変更について変更部分が二以上あるときは、各部分ごとに記載すること。 

    ３．地区計画において定められている内容に照らして、必要な事項について記載すること。 

    ４．同一の土地の区域について２以上の種類の行為を行おうとするときは、一の届出書によることができる 

代理人（連絡先）住 所 桶川市〇〇丁目△△－△    

氏 名  桶 川  次 郎      

 記入例の解説については、次ページを参照してください。 

 

 

市記入欄 

① 
② 

③ 

④ 
⑤ 
⑥ 
⑦ 

⑧
⑨

⑩

 
 
 
 
⑪

⑫ 
⑬

⑭

⑮

⑯ 

⑰ 
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記入例の解説  

 

① 届出書を窓口に提出する日付を記入してください。 

② 届出者の住所・氏名を記入してください。建築行為等の場合、届出者は原則として 

建築主となります。 

③ 該当する行為に○をしてください。 

④ 行為を行う場所の地名地番・地区名（下日出谷東地区）を記入してください。 

⑤ 行為の着手予定日を記入してください（届出日の３０日以上後になります。） 

⑥ 行為の完了予定日を記入してください。 

⑦ 該当する構造に○をしてください。該当する構造がない場合には、その他に○をし、右余 

    白に具体的な構造を記入してください。 

⑧ 敷地を分割する場合のみ、画地全体の面積を記入してください。 

⑨ 該当するものに○をしてください。 

⑩ 該当するものに○をしてください。 

⑪ 敷地面積を記入してください。 

⑫ 建築面積を記入してください。 

⑬ 延べ面積を記入してください。 

⑭ 建築物等の地盤面からの最高の高さを記入してください。 

⑮ 建築物等の用途を記入してください。 

⑯ 敷地の道路に面する側に垣や柵、塀等設ける場合は、具体的な構造を記入してください。 

⑰ 代理人がいる場合、代理人または連絡者の住所・氏名・電話番号を記入してください。 

 

  ※ その他、ご不明な点は、都市計画課までお問い合わせください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地区計画に関するお問い合わせは・・・・・ 

〒３６３－８５０１ 

桶川市泉１丁目３番２８号 

桶川市役所都市整備部都市計画課 

TEL：０４８－７８６－３２１１（代） 

FAX：０４８－７８６－９８６６ 

 
〔令和５年１２月１９日一部改訂〕 


